
高知県建設業活性化事業費補助金審査要領 
（目的） 
第１条 この要領は、高知県建設業活性化事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）

に基づき、当該補助事業の審査（以下「審査」という。）に関し、必要な事項を定める。 
 
（審査会） 
第２条 要綱第７条第１項の規定による審査会（以下「審査会」という。）として、同要綱

第４条に定める事業の審査を行う高知県建設業活性化事業審査会を設ける。 
 
（審査の手順） 
第３条 審査は、要綱別記第１号様式による事業実施計画書及び参考資料に基づき行う。 
２ 事業の評価に当たっては、あらかじめ事業内容についての説明及び質疑応答を行う。 
３ 評価項目等は、別表第１の高知県建設業活性化事業費補助金審査会評価表（以下「評価

表」という。）に定める。 
 
（審査員） 
第４条 審査会の審査員は、別表第２に定める。 
 
（審査員の個別評価） 
第５条 審査会の審査員は、評価表により、採択申請のあった事業ごとに評価を行うものと

する。なお、１点とした評価項目にあっては、原則として、備考の欄に意見を付するもの
とする。 

２ 欠席する審査員は、あらかじめ、評価表を事務局に提出するものとする。 
 
（審査会の総合評価） 
第６条 審査会における総合評価は、別表第３の高知県建設業活性化事業費補助金審査会

評価表（集計表）を基に、審査員の合議により行う。 
 
（事業の採択） 
第７条 事業の採択は、審査会の総合評価において、全ての審査項目で１点（不適）と評価

されなかったものについて、総合点数の高いものから順に採択するものとする。 
 
（審査結果の通知） 
第８条 採択の決定を行った場合においては、当該申請者にその旨を通知するものとし、不

採択の決定を行った場合は、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。 
 



別表第２ 
 
高知県建設業活性化事業審査会名簿 
 

 No. 委員 備考
  

１ 
 
高知県建設業活性化検証委員会委員

  
２ 

 
高知県建設業活性化検証委員会委員

  
３ 

 
高知県建設業活性化検証委員会委員

  
４ 

 
高知県土木部土木政策課長

  
５ 

 
高知県土木部技術管理課長


